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表紙

上記事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、書面交付

請求をいただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）

への記載を省略しております。

第3９回定時株主総会
電子提供措置事項のうち書面交付請求による

交付書面に記載しない事項

●　事業報告
「主要な事業内容」
「主要な営業所及び工場」
「使用人の状況」
「主要な借入先の状況」
「株式の状況」
「新株予約権等の状況」
「会計監査人の状況」
「業務の適正を確保するための体制」

●　計算書類
「株主資本等変動計算書」
「個別注記表」

第39期
（2025年4月1日から2026年3月31日まで）

株式会社フライトソリューションズ
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主要な事業内容、主要な営業所及び工場、使用人の状況

主要な事業内容（2026年３月31日現在）
⑴　SIソリューション事業

　物流系や金融系を中心とした事業会社向けのシステムコンサルティング、システム開発・保
守、並びにクラウドサービスを活用したシステム開発支援等を行っております。

⑵　決済ソリューション事業
　下記の自社製品の開発、販売及び運用保守を行っております。
　　・電子決済ソリューション「Incredist」シリーズ
　　・Android端末によるタッチ決済ソリューション「Tapion」シリーズ
　　・マイナンバーカードを用いた公的個人認証サービス「myVerifist」
　　・無人自動精算機向けの決済ソリューション

⑶　ECソリューション事業
　B2B向けECサイト構築パッケージ「EC-Rider B2B Ⅱ」の販売、並びに本パッケージ導入
に係るコンサルティングやシステム開発及び保守を行っております。

本 社 東京都渋谷区
仙 台 事 業 所 仙台市青葉区

主要な営業所及び工場（2026年３月31日現在）
①　当社の主要な営業所

②　子会社
　該当事項はありません。

事 業 区 分 使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減
SIソリューション事業 52 名 2 名減
決済ソリューション事業 39 名 2 名増
ECソリューション事業 10 名 増減なし
全社(共通) ９ 名 増減なし

合　　　計 110 名 増減なし

使用人の状況（2026年３月31日現在）

（注）使用人数は就業員数であります。

－ 1 －
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主要な借入先の状況、株式の状況

借  入  先 借  入  額
株 式 会 社 り そ な 銀 行 246百万円
株 式 会 社 七 十 七 銀 行 100百万円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 72百万円

主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）

（注）上記金額には、社債(私募債)の未償還額を含んでおります。

⑴　発行可能株式総数 33,000,000株
⑵　発行済株式の総数 14,536,700株

⑶　株主数 8,966名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株式会社ＳＢＩ証券 471,797株 3.25％

楽天証券株式会社共有口 408,900株 2.81％

片岡　房雄 191,400株 1.32％

ＪＰモルガン証券株式会社 171,100株 1.18％

片山　圭一朗 147,800株 1.02％

松本　隆男 147,000株 1.01％

杉田　礼伸 125,000株 0.86％

大澤　裕 109,600株 0.75％

河野　圭一 100,300株 0.69％

田中　正人 100,000株 0.69％

株式の状況（2026年３月31日現在）

（自己株式　1,025株を含む）
（注）新株予約権の行使により、発行済株式の総数は2,780,200株増加しております。

⑷　大株主 (上位10名)

（注）１．持株比率は自己株式(1,025株)を控除して計算しております。
２．持株比率は小数点第３位を四捨五入して表示しております。

－ 2 －
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新株予約権等の状況

新株予約権等の状況
⑴ 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約
権の状況
　該当事項はありません。

⑵ 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

⑶ その他新株予約権に関する重要な事項
　当社は、2025年８月19日開催の取締役会決議に基づき、三田証券株式会社を割当先として
第三者割当の方法による第10回新株予約権（行使価額修正条項付）を発行いたしました。
　この行使に伴い、当事業年度中に2,780,200株を発行しております。なお、当事業年度末現
在の未行使の新株予約権の数は1,458個であります。

－ 3 －
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会計監査人の状況

支 払 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 19,000千円
当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 19,000千円

会計監査人の状況
⑴ 名称　　太陽有限責任監査法人
⑵ 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意
の判断をいたしました。

３．上記以外に、前事業年度の監査に係る追加報酬2,610千円を支払っております。
⑶ 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

⑷ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した
場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると
認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場
合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、
会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

⑸ 責任限定契約の内容の概要
　当社と会計監査人太陽有限責任監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

－ 4 －
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業務の適性を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制
⑴ 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　当社は、役職員が法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守し、行動するための行動規範を
定め、取締役自らによる率先垂範を通じて使用人への周知徹底を図る。
　社長を委員長として設置したコンプライアンス委員会の活動を通して、コンプライアンス
マニュアルの周知浸透を図り、コンプライアンス体制の充実に努める。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき、その保存媒体に応じて
安全かつ検索性の高い状態で保存・管理し、取締役からの閲覧の要請があった場合、速やか
に閲覧が可能となる場所に保管する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　リスク管理体制の基礎として、会社が経営危機に直面したときの対応を定めたリスク管理
規程に基づいたリスク管理体制を構築する。
　不測の事態が発生した場合には、リスク管理規程に従い、代表取締役社長を本部長とする
対策本部を設置し、迅速かつ適切な対応を行い、損害の拡大を防止し、損失を最小限に止め
る体制を整える。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、取締
役会を毎月１回定時開催するほか、必要に応じて随時に開催する。また、取締役の職務を明
確にし、当該担当業務の執行について、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程において定
め実行する。

⑤ 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　子会社は、当社との連携及び情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性質、機関の設
計、その他会社の個性及び特性を踏まえつつ、自立的に内部統制システムを整備することを
基本とする。
　当社は、子会社・関連会社管理規程に基づき、子会社の管理を行う。
　子会社の取締役又は監査役を当社より派遣し、派遣された取締役は子会社の取締役の職務
執行を監視・監督し、派遣された監査役は子会社の業務執行状況を監査する。

⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項
　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、代表取締役社長は
監査等委員会と協議の上、監査等委員会スタッフを置くものとする。

⑦ 前号の使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項
　前号の監査等委員会スタッフは、監査等委員が求める業務補助を行う間、監査等委員でな
い取締役の指揮命令を受けないものとする。
　また、当該使用人の人事異動、人事評価及び賞罰措置は、監査等委員会の同意を得ること
とし、監査等委員でない取締役からの独立性が確保できる体制とする。

－ 5 －
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業務の適性を確保するための体制

⑧ 監査等委員でない取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員
会への報告に関する体制
　監査等委員でない取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実が発生し又は発生
するおそれがあるとき、或いは、役職員による違法又は不正な行為を発見したときは、直ち
に監査等委員会に報告する。
　前記に関わらず、監査等委員はいつでも必要に応じて、監査等委員でない取締役及び使用
人に対して報告を求め、重要と思われる会議に出席し、書類の提示を求めることができる。

⑨ 監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないこ
とを確保するための体制
　当社は、監査等委員会へ報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人に対し、当該報
告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締
役及び使用人に周知徹底する。

⑩ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行
について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　監査等委員がその職務の執行について当社に対して会社法第399条の２第４項に基づく費
用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において協議の上、当該請求に係る費用又は債
務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応
じるものとする。

⑪ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、会社の重要情報を閲覧
し、必要に応じて監査等委員でない取締役又は使用人に対して説明を求めることができる。
　監査等委員会は、代表取締役社長と適時会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交
換を行う。
　監査等委員会は、内部監査室と緊密な連携を保つと共に、必要に応じて内部監査室に調査
を求める。

⑫ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
　当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える団体・個人に対し、毅然と対応する。
　反社会的勢力への対応について、コンプライアンスマニュアルの中の行動指針として、①
反社会的勢力には毅然として対応し利益供与は一切行なわないこと、②市民社会の秩序や安
全に脅威を与える団体・個人とは断固として対決すること、③反社会的勢力とは合法的であ
ると否とを問わずまた名目の如何を問わず一切取引は行なわないこと、を規定しており、そ
の周知徹底を図る。
　また、反社会的勢力から接触を受けたときは、速やかに所轄警察、顧問弁護士とも緊密な
連携を図り、迅速かつ組織的に対応する。

－ 6 －
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業務の適性を確保するための体制

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、上記に掲げた内部統制システムの整備をしておりますが、その基本方針に基づき、以
下の具体的な取組みを行っております。
① コンプライアンスに関する取組み
　コンプライアンス経営の維持、向上、推進に努めるため、「コンプライアンス体制」及び
「企業行動規範・行動指針」を明文化したコンプライアンスマニュアルを全社員に配布しま
した。

② 取締役の職務執行の効率性の確保のための取組み
　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、定時取締役会を月１回開催
しており、事業年度の開始時に年間開催スケジュールを通知し、取締役会に出席しやすい状
況を確保しております。

③ 監査等委員会の監査の実効性の確保のための取組み
　取締役会その他重要な会議に出席したほか､代表取締役及び会計監査人との定期的な面談を
実施し、連携の確保を図りました。

－ 7 －
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株主資本等変動計算書

（2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

新 株
予 約 権

純 資 産
合 計資 本 金

資 本
剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己
株 式

株主資本
合 計資 本

準 備 金
利 益

準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金 利 益
剰 余 金
合 計別 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,433,784 1,424,459 7,132 69,367 △2,429,384 △2,352,884 △1,452 503,906 － 503,906

当 期 変 動 額

新 株 予 約 権 の
発 行 5,120 5,120

新 株 の 発 行
( 新 株 予 約 権
の 行 使 ）

210,386 210,386 420,772 △4,865 415,907

当 期 純 損 失 △252,739 △252,739 △252,739 △252,739

自己株式の取得 △5 △5 △5
株主資本以外の
項 目 の 当 期
変動額(純額）

－ －

当期変動額合計 210,386 210,386 － － △252,739 △252,739 △5 168,028 255 168,283

当 期 末 残 高 1,644,171 1,634,846 7,132 69,367 △2,682,124 △2,605,624 △1,457 671,935 255 672,190

株主資本等変動計算書

－ 8 －
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個別注記表

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 資産の評価基準及び評価方法
①　棚卸資産

イ．商品、仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下の基づく簿価切下げ
の方法により算定）

ロ．原材料 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切
下げの方法により算定）

②　関係会社株式 移動平均法による原価法
⑵ 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法
ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につい
ては、定額法によっております。

② 無形固定資産 定額法
ただし、市場販売目的のソフトウエアについては、見込販売収益に基づく
償却額と残存有効期間（３年以内）に基づく均等配分額を比較し、いずれ
か大きい額を計上しております。また、自社利用のソフトウエアについて
は、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

⑶ 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。

② 関係会社事業損失引当金 関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、損
失負担見込額を計上しております。

⑷ 収益及び費用の計上基準
①　受注制作ソフトウエア開発 少額または短期の契約を除き、履行義務を充足するにつれて一定の期間に

わたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積りの
方法は、見積総原価に対する発生原価の割合（インプット法）で算出して
おります。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることが
できないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収
基準にて収益を認識しております。

②　物品販売 顧客に物品を引き渡した時点で履行義務を充足したと判断し、一時点で収
益を認識しております。なお、出荷時から当該物品の支配が顧客に移転さ
れる時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識して
おります。
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⑸　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　①　外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算
差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債
は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均
相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘
定に含めて計上しております。

②　株式交付費の処理方法 支出時に全額費用として処理しております。

２. 会計上の見積りに関する注記
⑴　固定資産の減損損失

①　当事業年度の計算書類に計上した金額
有形固定資産 34,962千円
無形固定資産 　　　　536,138
減損損失   9,929

②　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
当社の当事業年度の貸借対照表に計上されている固定資産は、主に販売目的の自社製品（決済端末及

びソフトウエア）に係る開発費を資産計上したもので、資産のグルーピングは、概ね独立したキャッシ
ュ・フローを生み出す最小の資金生成単位で行っております。

減損の兆候を識別した場合には、事業計画を基礎に算定された割引前将来キャッシュ・フローと帳簿
価額を比較して減損損失の認識の要否を判定し、減損損失を認識すべきであると判定されたものについ
ては、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しております。

当事業年度において減損の要否について検討を行った結果、SIソリューション事業の建物等について減
損損失を計上しております。

固定資産の減損損失の認識の判定にあたり、資産グループの継続的使用によって生じる将来キャッシ
ュ・フローの見積りは、将来の事業計画を基礎としており、売上高の予測や費用の見込みにあたって
は、過去の実績を踏まえた将来の受注予測を主要な仮定としております。

計画における売上高の増加について、予測不能な前提条件の変化により当初の見積りを下回る場合に
は、将来の事業計画の見直しを通じて、固定資産に係る減損損失が計上される可能性があります。

⑵ 貸倒引当金・関係会社事業損失引当金
①　当事業年度の計算書類に計上した金額

貸倒引当金 97,400千円
関係会社事業損失引当金 31,700

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社の財政状態等を勘案し、関係会社貸付金に対して回収不能（又は損失発生）見込額の見積り

を行っております。将来、関係会社の財務状況が悪化し、支払能力が低下した場合には、引当金の追加
計上又は貸倒損失（又は事業損失）の計上が必要になる可能性があります。
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⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 326,488千円

短期金銭債務 22,197千円

　関係会社との取引高
外注費 18,525千円

株式の種類
当 事 業 年 度
期首の株式数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当事業年度
減少株式数

当 事 業 年 度
末 の 株 式 数

発行済株式

普通株式 11,756,500株 2,780,200株 －株 14,536,700株

自己株式

普通株式 1,004株 21株 －株 1,025株

⑶　履行義務の充足に係る進捗度に基づき一定の期間にわたり認識する収益
①　当事業年度の計算書類に計上した金額

売上高（期末時点において進行中の金額） 　　　　　 9,100千円
②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

請負契約等成果物の引渡し義務を伴う受注制作ソフトウェア開発において、契約における取引開始日
から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合を除き、履行義務の充足に
係る進捗度に基づき、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の進捗度の見積りは総製
造原価の見積りに対する当事業年度末までに発生した製造原価の割合によって算出しております。

履行義務の充足に係る進捗度に基づき一定の期間にわたり認識する収益の計上にあたっては、履行義
務の充足に係る進捗度について、受注総額及び総製造原価の見積りに大きく依存しており、契約及び見
積りの管理や計画管理の正確性が求められております。受注総額及び総製造原価の見積りについて、実
績との乖離が発生した場合は見直しを行い収益計上の精度を確保しておりますが、適切な対応が遅れた
場合には経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑷　繰延税金資産の回収可能性
①　当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 68,600千円
②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りに関する情報

当社は、繰延税金資産の計上について、将来の課税所得の発生金額や発生時期等の見込みに基づき、
回収可能性を十分に検討しております。また、繰延税金資産の回収可能性については、毎期見積りの見
直し・再検討を行っておりますが、将来の課税所得の発生金額や発生時期等の見込みの変動により、繰
延税金資産の取崩又は追加の計上が発生した場合、当期純利益に影響を及ぼす可能性があります。

３. 貸借対照表に関する注記

⑵ 関係会社に対する金銭債務

４. 損益計算書に関する注記

５. 株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の総数及び自己株式の数に関する事項

（注）１．発行済株式の総数の増加は、第三者割当増資による新株式の発行によるものであります。
　２．自己株式の総数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。
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普通株式 145,800株

繰延税金資産
貸倒引当金損金算入限度超過額 30,385千円
繰越欠損金
その他

453,733
69,729

繰延税金資産小計 553,848
評価性引当額 △478,302

　繰延税金資産合計 75,546
繰延税金負債
　資産除去債務に対応する除去費用 6,946千円
　繰延税金負債計 6,946
繰延税金資産の純額 68,600

⑵ 剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

⑶ 当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的とな
る株式の種類及び数

６.　税効果会計に関する注記
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

７. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社は、資金調達については、銀行借入や社債発行によって調達しております。また、資金運用につ

いては、主に預金等の安全性の高い金融商品によっております。
② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金に係る取引先の信用リスクは、各取引先の期日管理及び残高管理を定期的に行
いリスクの低減を図っております。

営業債務である買掛金は、１年以内に到来する期日のものであります。
短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に長期的な運転資金に係る資金

調達であります。このうち、変動金利による借入金は金利の変動リスクが発生します。
③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく時価のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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貸借対照表計上額（※） 時価（※） 差額
① 長期借入金 （138,292） （138,292） －
② 社債 （58,000） （57,658） △341

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 138,292 － 138,292
社債 － 57,658 － 57,658

１年以内
現金及び預金 221,677
売掛金 237,701

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
　2026年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。
なお、現金は注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金、短期借入金、１年内返済長期借入金、1年内償
還予定の社債は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位：千円）

（※）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
⑶ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ
ルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該
時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の
算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

　該当はありません。
② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：千円）

（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期借入金

変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考
えられるため、当該帳簿価額によっています。

固定金利によるものは、長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リス
クを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

社債
当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と、当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利

率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
（注２）金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：千円）
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１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

短期借入金 154,300 － － － － －
1年内償還予定の社債 68,000 － － － － －
長期借入金 － 54,300 54,320 14,304 14,304 1,064
社債 － 58,000 － － － －

種 類 会 社 等 の 名 称 議決権等の所有
(被所有)割合(％)

関連当事者
との関係 取引内容 取引金額

(千円) 科 目 期末残高
(千円)

関係
会社

FLIGHT SYSTEM 
USA Inc.

(所有)
間接100.0％

資金の援助
役員の兼任

資金の貸付け
(注) － 関係会社

長期貸付金 118,311

貸倒懸念債権に対す
る貸倒引当金繰入額 3,700 貸倒引当金 96,400

事業損失引当金
繰入額 7,000 関係会社

事業損失引当金 31,700

業務外注費 18,525 買掛金 22,197

種 類 会 社 等 の 名 称
又 は 氏 名

議決権等の所有
(被所有)割合(％)

関連当事者との
関係 取引内容 取引金額

(千円) 科 目 期末残高
(千円)

役員 片山圭一朗 (被所有)
直接1.02%

当社代表取締役
社長

債務被保証
（注）1 72,584 ー ー

役員 松本隆男 (被所有)
直接1.01%

当社代表取締役
副社長

資金の借入
（注）2 79,000

短期借入金 ー資金の返済
（注）2 79,000

（注３）社債、長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
（単位：千円）

８. 関連当事者との取引に関する注記
⑴　子会社及び関連会社等

（注）貸付金の利率については、市場金利を勘案し合理的に決定しております。
⑵　役員及び主要個人株主等

（注）１．当社の銀行借入については当社代表取締役社長片山圭一朗より債務保証を受けておりますが、銀行借
入に係る債務被保証の取引金額については、銀行借入の被保証残高を記載しております。また、当該
債務被保証に対して保証料を支払っておりません。

2．双方協議の上、取引条件を決定しております。資金の借入については無利息、無担保であります。
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売上区分
合計SIソリューション

事業
決済ソリューション

事業
ＥＣソリューション

事業
 一時点で移転される財
 一定の期間にわたり移転される財

264,515
667,920

1,252,880
662,374

21,149
58,658

1,538,546
1,388,953

 顧客との契約から生じる収益 932,436 1,915,255 79,808 2,927,500
 その他の収益 － － － －
 外部顧客への売上高 932,436 1,915,255 79,808 2,927,500

９. 収益認識に関する注記
⑴ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

⑵ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「１.重要な会計方針に係る事項に関する注記 (4)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

1０.１株当たり情報に関する注記
⑴ １株当たりの純資産額 46円23銭
⑵ １株当たりの当期純損失（△） 　　　  △20円22銭

1１.重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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